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議案第６４号 

唐津市埋門ノ館条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市埋門ノ館条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

令和６年６月３日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎 

 

 

提案理由  唐津市埋門ノ館の使用料の見直し等に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市埋門ノ館条例の一部を改正する条例 

 唐津市埋門ノ館条例（平成１７年条例第３１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第２項中「第１１条」を「前条」に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表（第７条、第１５条関係） 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

茶室 ４６０円 

和室 ４６０円 

舞踊室 ４６０円 

 備考 

  １ 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むも

のとする。 

  ２ 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

３ 午前９時以前又は午後５時以降の利用における使用料については、各区分

に応じた使用料に１００分の１２５を乗じて得た額（１０円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。）とする。 

  ４ 営利を目的として利用する場合及び入場料又はこれに類する料金等を徴収

する場合は、１０割相当額を加算する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に許可を受けた同日以後の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。 
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議案第６５号 

唐津市旧大島邸条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市旧大島邸条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

令和６年６月３日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎 

 

 

提案理由  唐津市旧大島邸の設置目的の変更、入館料の廃止等に伴い改正するも

のである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市旧大島邸条例の一部を改正する条例 

 唐津市旧大島邸条例（平成２８年条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「文化活動の推進、市民文化の発展向上及び文化に関する交流の促進並

びに観光のまちづくり」を「文化活動及び文化に関する交流を推進し、もって市民

文化の発展向上」に改める。 

 第７条の見出し及び同条第１項中「入館料及び」を削り、同条第２項中「入館料

及び」を削り、同項ただし書を削り、同条第３項及び第４項中「入館料及び」を削

る。 

 第１２条第２項中「第１１条」を「前条」に改める。 

第１５条第４項中「入館料及び」を削る。 

 別表を次のように改める。 

別表（第７条、第１５条関係） 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

主屋棟 １５畳和室 ７１０円 

１０畳和室 ５００円 

８畳和室 ４００円 

６畳和室 ３００円 

厨房 １５０円 

茶室棟 ４畳半茶室 ９１０円 

６畳茶室 ６１０円 

３畳茶室 ３００円 

茶室厨房 １５０円 

茶庭 １５０円 

芝生広場 １５０円 

 備考 

  １ 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むも
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のとする。 

  ２ 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

３ 午前９時以前又は午後５時以降の利用における使用料については、各区分

に応じた使用料に１００分の１２５を乗じて得た額（１０円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。）とする。 

  ４ 営利を目的として利用する場合及び入場料又はこれに類する料金等を徴収

する場合は、１０割相当額を加算する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に許可を受けた同日以後の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。 
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議案第６６号 

   唐津市税条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市税条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和６年６月３日 提出 

                     唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  地方税法の一部改正に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市税条例の一部を改正する条例 

唐津市税条例（平成１７年条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

附則第６条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５６条の改正規定は、令和７年

４月１日から施行する。 
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議案第６７号 

   唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例制定について 

 唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和６年６月３日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

 唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。 

第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。 

第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。 

第４７条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 当分の間、この条例による改正後の唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第２９条第２項、第３１条

第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の規定の適用については、新条例第

２９条第２項第３号、第３１条第２項第３号、第４４条第２項第３号及び第４７

条第２項第３号中「１５人」とあるのは「２０人」と、新条例第２９条第２項第

４号、第３１条第２項第４号、第４４条第２項第４号及び第４７条第２項第４号

中「２５人」とあるのは「３０人」とする。 
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議案第６８号 

   唐津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和６年６月３日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い改正

するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例 

 唐津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「しなければならない」の次

に「ほか、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信され

ることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又

は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供するよう努めなければ

ならない」を加える。 

 第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録

媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６９号 

   消防ポンプ自動車購入契約締結について 

 消防ポンプ自動車購入契約を次のとおり締結するものとする。 

令和６年６月３日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

１ 契 約 の 目 的  消防ポンプ自動車（１台）購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札による契約 

３ 契 約 金 額  金５１,７００,０００円 

４ 契約の相手方  佐賀県唐津市厳木町箞木６８番地２ 

        南里ポンプ株式会社唐津営業所 

        唐津営業所長 野 津 潤 一 郎 

  

 

提案理由  地方自治法第９６条第１項第８号及び唐津市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提案するも

のである。 
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議案第７０号 

   佐賀県後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議について 

 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の一部改正に伴い、

現行の被保険者証が廃止されるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２９１条の３第１項の規定により、佐賀県後期高齢者医療広域連合規約を別紙のと

おり変更することについて協議するものとする。 

  令和６年６月３日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

  

  

提案理由  佐賀県後期高齢者医療広域連合規約を変更することに伴い地方自治法

第２９１条の１１の規定により提案するものである。 
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   佐賀県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 佐賀県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年佐賀県指令１８市町村第 

０１００１２号）の一部を次のように変更する。 

 別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 
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議案第７１号 

   唐津市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和６年６月３日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分する。 

  令和６年３月３１日 

唐津市長 峰  達 郎     

 

唐津市条例第  号 

   唐津市税条例の一部を改正する条例 

唐津市税条例（平成１７年条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

第５１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に

次のただし書を加える。 

  ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであ 

 り、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

第５１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改

める。 

第７１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に

次のただし書を加える。 

  ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当する 

 ことが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、 

 この限りでない。 

第７１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改
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める。 

第１３９条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の

部分に次のただし書を加える。 

  ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに 

 該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認 

 める場合は、この限りでない。 

第１３９条の３第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第７条の４の次に次の４条を加える。 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び第 

５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別税額控除 

額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納税義務者（次 

条及び附則第７条の７において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の第 

３４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第７

条第１項、附則第７条の３の２第１項、前条及び附則第９条の２の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第４７条の５第１

項及び前条の規定の適用については、第３４条の７第２項及び前条中「附則第５

条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６項」と、

第４７条の５第１項中「課した」とあるのは「附則第７条の５第１項の規定の適

用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の

規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とある

のは「、附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における前々

年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記 

 載すべき各納期の納付額については、第４１条の規定にかかわらず、次に定める 

 ところによる。 
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 (1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民 

  税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収 

 に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の

県民税の額（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとし

た場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収

に係る森林環境税の額の合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通

徴収に係る個人の住民税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の

市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税

の額の合算額を控除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の住民税の額を４で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数

があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数

金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」とい

う。）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人

の住民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期

分金額」という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期

の納付額は、第４０条第１項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び

次条第１項において「第１期納期」という。）においてはその者の第１期分金

額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と

し、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除 

  額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者 

の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納 

期の納付額は、第１期納期においてはないものとし、第４０条第１項に規定す 

る第２期の納期（以下この項及び次条第１項において「第２期納期」とい 

う。）においてはその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額からそ 

の者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第 

４０条第１項に規定する第３期の納期（以下この項において「第３期納期」と 
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いう。）及び同条第１項に規定する第４期の納期（以下この項において「第４ 

期納期」という。）においてはその者の分割金額とする。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除 

  額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、 

  その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に 

  満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納 

期及び第２期納期においてはないものとし、第３期納期においてはその者の第 

１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の 

普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した金額とし、第４期納 

期においてはその者の分割金額とする。 

 (4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除 

  額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計 

額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１ 

期納期、第２期納期及び第３期納期においてはないものとし、第４期納期にお 

いてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民 

税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定により普 

 通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の規定によ 

 り普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しな 

 い。 

 （令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の規定によ 

り特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税 

 （第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及 

び同条第２項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る

所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民 

  税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に算出され 
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る第４７条の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割

額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この

号及び第５号において同じ。）の合算額（以下この号及び第５号において「年

金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。）をいう。以下この号

及び第３項第１号において同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び

均等割額の合算額を控除した額（以下この項及び第３項において「年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除

前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人

の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税

額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の２分の１に相当する額をいう。

以下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下この号において同

じ。）を２で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があると 

き、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又は

その全額を切り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」という。）

をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残

額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たな

い場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき

公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において「普通徴

収対象税額」という。）並びに第４７条の３に規定する特別徴収対象年金給付

の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る個人の

市民税の額（以下この項及び第３項において「特別徴収対象税額」という。）

は、第１期納期においてはその者の第１期分金額からその者の年金所得に係る

個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第２期納

期においてはその者の第２期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する

年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の特別税額控除前

の特別徴収に係る個人の市民税の額を３で除して得た金額（当該金額に１００

円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金
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額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に

係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において

「１０月分金額」という。）に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月

３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とそ 

  の者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特 

別徴収対象税額は、第１期納期における税額はないものとし、第２期納期にお 

いてはその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額からその者の 

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する 

税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間にお 

いてはその者の１０月分金額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月 

３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以上であ 

り、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月 

分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額 

は、第１期納期及び第２期納期における税額はないものとし、当該年度の初日 

の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の第１期 

分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額からその者 

の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当す 

る税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分 

割金額に相当する税額とする。 

 (4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分 

金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金 

額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合に 

は、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並 
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びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間におけ 

る税額はないものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間におい 

てはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及 

びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る 

特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日 

までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

 (5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金 

額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び 

特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属す 

る年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間における税額はないものと 

し、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の年金所得に係る 

所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、 

同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０ 

月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係 

る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７ 

条の７第１項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税 

 の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定めるところ 

による。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

  控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税 

  額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第４７条の５第１項に規定す 

る年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同 

じ。）を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又 

は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を 

切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得 
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た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除 

した残額に相当する金額（以下この項において「１０月分金額」という。）に 

満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月

１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額からその者の 

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する 

税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割 

  金額に相当する税額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分金額とそ 

の者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年 

度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はな 

いものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者 

の１０月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個 

人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１

日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とす 

る。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合 

には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年 

の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３月 

３１日までの間においてはその者の第４７条の５第２項の規定により読み替え 

られた第４７条の２第１項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する

税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、 

 同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０ 

月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係 

る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７ 

条の７第３項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 
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５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用がある場 

合については、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項及び 

 第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別税額控 

 除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第３４条の３、第 

 ３４条の６から第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則 

第７条の３の２第１項、附則第７条の４及び附則第９条の２の規定を適用した場 

合の所得割の額から控除する。 

附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３項中「第 

３４条の９第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条」を加え、「同項

中」を「第３４条の９第１項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と

する」を「と、附則第７条の５第１項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第８

条第２項及び」と、前条中「附則第７条の４及び」とあるのは「附則第７条の４、

次条第２項及び」とする」に改める。 

附則第１０条の２第１３項を削り、同条第１２項中「附則第１５条第２５項第３

号ハ」を「附則第１５条第２５項第４号ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同

条第１１項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号

ロ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項中「附則第１５条第２５項第

３号イ」を「附則第１５条第２５項第４号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、

同条第９項中「附則第１５条第２５項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号

ハ」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附則第１５条第２５項第２

号ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同項を同条第９項とし、同条

第７項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第２５項第３号イ」

に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項の次に次の１項を加える。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は７分の６とする。 

附則第１０条の２第１６項を同条第１７項とし、同条第１５項を同条第１６項と 
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し、同条第１４項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４２項」に改 

め、同項を同条第１５項とし、同条第１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１と 

する。 

 附則第１０条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第７条第 

１７項」を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１２ 

項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」に改め、同項を同

条第１３項とし、同条第１１項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第 

１２項各号」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項中「附則第７条第 

１０項各号に規定する」を「附則第７条第１１項各号に掲げる」に改め、同項を同

条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第１０項

各号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附則第７条第８項各号」

を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第９項とし、同条中第７項を第８

項とし、第３項から第６項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分 

所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長 

期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項 

に規定する管理者等から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に施行規 

則附則第７条第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住 

宅が法附則第１５条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当すると認められ 

るときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項又は第２項の規定を適用するこ 

とができる。 

附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から 

令和８年度まで」に改める。 

附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は 

令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「令和７

年度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４
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年度類似適用土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、 

「令和５年度分」を「令和８年度分」に改める。 

 附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から 

令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令 

和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資 

産税にあっては、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっ 

ては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中

「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度

分」に改め、同条第４項及び第５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から 

令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年 

度から令和８年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３ 

年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第１５条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月 

３１日」に改める。 

附則第１６条の３第３項に次の１号を加える。 

 (5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の 

５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び 

に附則第１６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第１６条の４第３項に次の１号を加える。 

 (5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の 

５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び 

に附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第１７条第３項に次の１号を加える。 

 (5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の 

５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び 
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に附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第１８条第５項に次の１号を加える。 

 (5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の 

５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び 

に附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第１９条第２項に次の１号を加える。 

 (5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の 

５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び 

に附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第２０条第２項に次の１号を加える。 

 (5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の 

  ５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び 

  に附則第２０条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第２０条の２第２項に次の１号を加える。 

 (5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の 

  ５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び 

  に附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第２０条の２第５項に次の１号を加える。 

 (5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の 

  ５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び 

  に附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第２０条の３第２項に次の１号を加える。 

 (5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の 

５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び 

に附則第２０条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第２０条の３第５項に次の１号を加える。 

 (5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の 

  ５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び 
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  に附則第２０条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の唐津市税条例の規定中

固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地方税 

法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び第５項において「旧法」とい 

う。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対し 

 て課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第１５ 

条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の 

用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

５ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の施行 

の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に 

規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産 

税については、なお従前の例による。 

 （唐津市税徴収等の特例に関する条例の一部改正） 

６ 唐津市税徴収等の特例に関する条例（平成１７年条例第６３号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第１号中「県民税」を「県民税及び森林環境税」に改める。 

  附則に次の２項を加える。 

  （令和６年度分の個人の市民税の納付税額に関する特例） 

 ４ 令和６年度分の個人の市民税に限り、各納期に納付すべき税額は、第４条第 

  ５項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 
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  (1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市 

   民税の額（この条例による改正後の唐津市税条例附則第７条の５の規定の適 

   用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をい 

   う。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額（法附則第５条 

   の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通 

   徴収に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額 

   の合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住 

   民税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通 

   徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を 

   控除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額 

   控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民 

   税の額を１０で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数がある 

   とき、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額 

   又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」とい 

   う。）に９を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個 

   人の住民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第 

   １期分金額」という。）に満たない場合には、各納期の納付額は、第４条第 

   １項に規定する第１期の納期（以下この項及び次項において「第１期納期」 

   という。）においてはその者の第１期分金額からその者の普通徴収の個人の 

   住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期に 

   おいてはその者の分割金額とする。 

  (2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控 

   除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とそ 

   の者の分割金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第１期 

   納期においてはないものとし、第４条第１項に規定する第２期の納期（以下 

   この項において「第２期納期」という。）においてはその者の第１期分金額 

   とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る 

   特別税額控除額を控除した額とし、同条第１項に規定する第３期の納期（以 
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   下この項において「第３期納期」という。）、同条第１項に規定する第４期 

   の納期（以下この項において「第４期納期」という。）、同条第１項に規定 

   する第５期の納期（以下この項において「第５期納期」という。）、同条第 

   １項に規定する第６期の納期（以下この項において「第６期納期」とい 

   う。）、同条第１項に規定する第７期の納期（以下この項において「第７期 

   納期」という。）、同条第１項に規定する第８期の納期（以下この項におい 

   て「第８期納期」という。）、同条第１項に規定する第９期の納期（以下こ 

   の項において「第９期納期」という。）及び同条第１項に規定する第１０期 

   の納期（以下この項において「第１０期納期」という。）においてはその者 

   の分割金額とする。 

  (3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控 

   除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、か 

   つ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合 

   計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納期に 

   おいてはないものとし、第３期納期においてはその者の第１期分金額とその 

   者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人 

   の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期から第１０期 

   納期までにおいてはその者の分割金額とする。 

  (4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控 

   除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との 

   合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に３を 

   乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第１期 

   納期から第３期納期までにおいてはないものとし、第４期納期においてはそ 

   の者の第１期分金額とその者の分割金額に３を乗じて得た金額との合計額か 

   らその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と 

   し、第５期納期から第１０期納期までにおいてはその者の分割金額とする。 

  (5) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控 

   除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に３を乗じて得た金額との 
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   合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に４を 

   乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第１期 

   納期から第４期納期までにおいてはないものとし、第５期納期においてはそ 

   の者の第１期分金額とその者の分割金額に４を乗じて得た金額との合計額か 

   らその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と 

   し、第６期納期から第１０期納期までにおいてはその者の分割金額とする。 

  (6) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控 

   除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に４を乗じて得た金額との 

   合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に５を 

   乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第１期 

   納期から第５期納期までにおいてはないものとし、第６期納期においてはそ 

   の者の第１期分金額とその者の分割金額に５を乗じて得た金額との合計額か 

   らその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と 

   し、第７期納期から第１０期納期までにおいてはその者の分割金額とする。 

  (7) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控 

   除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に５を乗じて得た金額との 

   合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に６を 

   乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第１期 

   納期から第６期納期までにおいてはないものとし、第７期納期においてはそ 

   の者の第１期分金額とその者の分割金額に６を乗じて得た金額との合計額か 

   らその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と 

   し、第８期納期から第１０期納期までにおいてはその者の分割金額とする。 

  (8) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控 

   除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に６を乗じて得た金額との 

   合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に７を 

   乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第１期 

   納期から第７期納期までにおいてはないものとし、第８期納期においてはそ 

   の者の第１期分金額とその者の分割金額に７を乗じて得た金額との合計額か 
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   らその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と 

   し、第９期納期及び第１０期納期においてはその者の分割金額とする。 

  (9) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控 

   除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に７を乗じて得た金額との 

   合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に８を 

   乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第１期 

   納期から第８期納期までにおいてはないものとし、第９期納期においてはそ 

   の者の第１期分金額とその者の分割金額に８を乗じて得た金額との合計額か 

   らその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と 

   し、第１０期納期においてはその者の分割金額とする。 

  (10) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控 

   除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に８を乗じて得た金額との 

   合計額以上である場合には、各納期の納付額は、第１期納期から第９期納期 

   までにおいてはないものとし、第１０期納期においてはその者の普通徴収に 

   係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係 

   る森林環境税の額の合算額とする。 

 ５ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から唐津市税条例第４７条第１項 

  の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。） 

  を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の 

  規定は、適用しない。 
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議案第７２号 

   唐津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に 

ついて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和６年６月３日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

   専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分する。 

  令和６年３月３１日 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

唐津市条例第  号 

   唐津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 唐津市国民健康保険税条例（平成１７年条例第６９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第３項ただし書中「２２万円」を「２４万円」に改める。 

第２３条第１項中「２２万円」を「２４万円」に改め、同項第２号中    

「２９万円」を「２９５，０００円」に改め、同項第３号中「５３５，０００円」

を「５４５，０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の唐津市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税
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については、なお従前の例による。 
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報告第４号 

   令和５年度唐津市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により次

のとおり予算繰越しをしたので、同項の規定により報告する。 

  令和６年６月３日 提出 

                     唐津市長 峰  達 郎     
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報告第５号 

   令和５年度唐津市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により次のとお

り予算繰越しをしたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６

条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月３日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     
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3
,3

7
2
,0

0
0

2
,9

0
0
,0

0
0

4
4
,0

0
0

柳
瀬

下
門

線
道

路
改

良
費

9
,4

5
0
,0

0
0

9
,4

5
0
,0

0
0

4
,6

3
5
,0

0
0

4
,3

0
0
,0

0
0

5
1
5
,0

0
0

橋
り

ょ
う

長
寿

命
化

事
業

費
1
2
0
,0

0
0
,0

0
0

1
1
7
,0

6
5
,0

0
0

5
7
,2

4
6
,0

0
0

4
3
,8

0
0
,0

0
0

1
6
,0

1
9
,0

0
0
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翌
年

度
繰

越
額

地
  

方
  

債
県

 支
 出

 金

左
  

  
 の

  
  

 財
  

  
 源

  
  

 内
  

  
 訳

未
 　

  
収

  
 　

入
  
 　

特
  

 　
定

  
 　

財
 　

  
源

事
　

　
  

  
 　

業
　

  
 　

  
　

名
款

項
金

　
　

  
  

　
額

国
庫

支
出

金
そ

  
の

  
他

既
  

 収
  

 入
一

 般
 財

 源
特

 定
 財

 源

8
＊

土
木

費
5

2
＊

道
路

橋
り

ょ
う

費
5

道
路

舗
装

改
良

費
1
7
,0

2
5
,0

0
0

1
1
,3

0
4
,0

0
0

1
0
,1

0
0
,0

0
0

1
,2

0
4
,0

0
0

市
道

祈
祷

地
桑

坂
線

橋
り

ょ
う

撤
去

費
5
6
,5

0
0
,0

0
0

5
6
,0

0
5
,0

0
0

4
9
,9

0
0
,0

0
0

6
,0

0
5
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

3
＊

河
川

費
5

排
水

路
整

備
費

8
0
,5

0
0
,0

0
0

7
1
,9

1
3
,0

0
0

7
1
,9

0
0
,0

0
0

1
3
,0

0
0

河
川

維
持

費
1
1
,0

0
0
,0

0
0

1
0
,1

1
2
,0

0
0

1
0
,1

0
0
,0

0
0

1
2
,0

0
0

急
傾

斜
地

崩
壊

防
止

事
業

費
1
6
0
,2

0
0
,0

0
0

1
6
0
,2

0
0
,0

0
0

8
0
,1

0
0
,0

0
0

4
0
,0

0
0
,0

0
0

4
0
,0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

事
業

費
5
0
,0

0
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0
,0

0
0

2
5
,0

0
0
,0

0
0

1
5
,3

0
3
,0

0
0

2
,0

0
0
,0

0
0

2
,5

0
0
,0

0
0

5
,1

9
7
,0

0
0

5
＊

都
市

計
画

費
5

市
道

明
神

線
無

電
柱

化
事

業
費

5
3
,0

5
0
,0

0
0

4
7
,9

3
7
,0

0
0

5
,2

0
0
,0

0
0

6
,4

4
1
,0

0
0

3
2
,6

0
0
,0

0
0

3
,6

9
6
,0

0
0
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翌
年

度
繰

越
額

地
  

方
  

債
県

 支
 出

 金

左
  

  
 の

  
  

 財
  

  
 源

  
  

 内
  

  
 訳

未
 　

  
収

  
 　

入
  
 　

特
  

 　
定

  
 　

財
 　

  
源

事
　

　
  

  
 　

業
　

  
 　

  
　

名
款

項
金

　
　

  
  

　
額

国
庫

支
出

金
そ

  
の

  
他

既
  

 収
  

 入
一

 般
 財

 源
特

 定
 財

 源

8
＊

土
木

費
5

5
＊

都
市

計
画

費
5

都
市

公
園

施
設

長
寿

命
化

事
業

費
7
1
,5

2
6
,0

0
0

7
1
,5

2
6
,0

0
0

3
5
,6

1
0
,0

0
0

3
3
,3

0
0
,0

0
0

2
,6

1
6
,0

0
0

9
＊

消
防

費
5

1
＊

消
防

費
5

消
防

ポ
ン

プ
格

納
庫

建
設

費
3
,5

7
5
,0

0
0

3
,5

7
5
,0

0
0

3
,5

2
0
,0

0
0

5
5
,0

0
0

防
火

水
槽

工
事

費
9
,0

8
7
,0

0
0

9
,0

2
0
,0

0
0

9
,0

0
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

1
0

＊
教

育
費

5

4
＊

社
会

教
育

費
5

歴
史

遺
産

保
存

整
備

事
業

費
6
3
,5

6
0
,0

0
0

6
3
,5

6
0
,0

0
0

3
0
,3

8
3
,0

0
0

2
1
,0

2
4
,0

0
0

1
2
,1

5
3
,0

0
0

歴
史

的
町

並
み

保
存

対
策

事
業

費
1
,3

5
0
,0

0
0

1
,3

5
0
,0

0
0

1
,0

0
0
,0

0
0

2
6
6
,0

0
0

8
4
,0

0
0

5
＊

保
健

体
育

費
5

体
育

施
設

整
備

費
1
2
,8

7
0
,0

0
0

1
2
,8

7
0
,0

0
0

1
2
,8

0
0
,0

0
0

7
0
,0

0
0

唐
津

市
野

球
場

グ
ラ

ウ
ン

ド
改

修
費

6
2
,8

7
6
,0

0
0

6
2
,8

7
6
,0

0
0

6
2
,8

7
6
,0

0
0
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翌
年

度
繰

越
額

地
  

方
  

債
県

 支
 出

 金

左
  

  
 の

  
  

 財
  

  
 源

  
  

 内
  

  
 訳

未
 　

  
収

  
 　

入
  
 　

特
  

 　
定

  
 　

財
 　

  
源

事
　

　
  

  
 　

業
　

  
 　

  
　

名
款

項
金

　
　

  
  

　
額

国
庫

支
出

金
そ

  
の

  
他

既
  

 収
  

 入
一

 般
 財

 源
特

 定
 財

 源

1
1

＊
災

害
復

旧
費

5

1
＊

農
林

水
産

施
設

災
害

復
旧

費
5

令
和

５
年

災
害

農
地

・
農

業
用

施
設

復
旧

費
1
,0

6
7
,0

3
7
,0

0
0

1
,0

3
2
,1

3
3
,0

0
0

8
5
0
,1

4
1
,0

0
0

8
,5

0
0
,0

0
0

1
8
,9

5
4
,0

0
0

1
5
4
,5

3
8
,0

0
0

令
和

５
年

災
害

林
業

施
設

復
旧

費
5
2
9
,0

0
0
,0

0
0

4
6
9
,0

9
3
,0

0
0

8
8
,2

6
0
,0

0
0

9
,8

4
6
,0

0
0

1
3
0
,9

0
0
,0

0
0

2
4
0
,0

8
7
,0

0
0

2
＊

土
木

施
設

災
害

復
旧

費
5

令
和

５
年

災
害

土
木

施
設

復
旧

費
1
,2

0
5
,7

8
2
,0

0
0

9
9
3
,7

9
1
,0

0
0

6
5
6
,1

7
4
,0

0
0

2
1
3
,2

0
0
,0

0
0

1
2
4
,4

1
7
,0

0
0

令
和

５
年

災
害

土
木

施
設

復
旧

費
（

令
和

３
年

発
生

災
）

1
5
,0

0
0
,0

0
0

1
5
,0

0
0
,0

0
0

1
5
,0

0
0
,0

0
0

3
＊

商
工

施
設

災
害

復
旧

費
5

令
和

５
年

災
害

観
光

施
設

復
旧

費
1
2
,5

6
2
,0

0
0

1
2
,5

6
2
,0

0
0

1
2
,5

0
0
,0

0
0

6
2
,0

0
0
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報告第６号 

   令和５年度唐津市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第３項ただし書の規定により

次のとおり予算繰越しをしたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

第１５０条第３項の規定により報告する。 

  令和６年６月３日 提出 

                     唐津市長 峰  達 郎     

－43－





円
円

円
円

円
円

円
円

2
＊

総
務

費
5

1
＊

総
務

管
理

費
新

唐
津

市
民

会
館

（
仮

称
）

整
備

Ⅰ
期

事
業

費
2
1
4
,5

8
6
,6

7
9

1
,3

8
4
,6

7
9

2
1
3
,2

0
2
,0

0
0

2
1
3
,2

0
2
,0

0
0

2
1
3
,2

0
2
,0

0
0

3
＊

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
事

務
費

1
5
,5

0
5
,6

0
0

1
5
,5

0
5
,6

0
0

1
5
,5

0
5
,6

0
0

1
5
,5

0
5
,6

0
0

戸
籍

等
の

記
載

事
項

に
氏

名
の

振
り

仮
名

が
追

加
さ

れ
る

こ
と

に
伴

う
シ

ス
テ

ム
の

改
修

に
あ

た
り

、
国

の
仕

様
提

示
に

遅
れ

が
生

じ
、

改
修

内
容

の
確

定
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
こ

と
か

ら
、

年
度

内
の

完
了

が
困

難
と

な
っ

た
た

め
。

6
＊

農
林

水
産

業
費

5

1
＊

農
業

費
農

業
基

盤
整

備
促

進
事

業
費

8
1
,1

0
9
,4

6
9

5
3
,1

6
9
,4

6
9

2
7
,9

4
0
,0

0
0

2
7
,9

4
0
,0

0
0

2
6
,7

6
6
,2

7
0

1
,1

7
3
,7

3
0

玉
島

地
区

水
管

橋
護

岸
そ

の
2

工
事

に
お

い
て

、
令

和
5
年

7
月

の
豪

雨
に

よ
り

整
備

予
定

箇
所

に
隣

接
す

る
護

岸
が

被
災

し
、

河
川

災
害

復
旧

事
業

と
の

施
工

調
整

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

こ
と

に
よ

り
、

年
度

内
の

完
了

が
困

難
と

な
っ

た
た

め

項

特
定

財
源

令
 和

 ５
 年

 度
　

　
唐

 津
 市

 一
 般

 会
 計

 事
 故

 繰
 越

 し
 繰

 越
 計

 算
 書

翌
　

年
　

度

繰
　

越
　

額

左
　

の
　

内
　

訳
支

 出
 負

 担
事

 　
 業

  
　

名
款

行
  

 為
  

 額

支
 出

 負
 担

既
 
収

 
入

設
計

業
務

に
お

い
て

、
直

近
の

著
し

い
建

設
資

材
の

高
騰

や
労

務
単

価
の

急
激

な
上

昇
に

伴
う

設
計

の
見

直
し

作
業

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

こ
と

に
よ

り
、

年
度

内
の

完
了

が
困

難
と

な
っ

た
た

め

説
明

支
出

済
額

支
出

未
済

額
未

 
収

 
入

左
  

 の
  

 財
  

 源
  

 内
  

 訳

一
般

財
源

行
為

予
定

額
特

定
財

源
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項

特
定

財
源

翌
　

年
　

度

繰
　

越
　

額

左
　

の
　

内
　

訳
支

 出
 負

 担
事

 　
 業

  
　

名
款

行
  

 為
  

 額

支
 出

 負
 担

既
 
収

 
入

説
明

支
出

済
額

支
出

未
済

額
未

 
収

 
入

左
  

 の
  

 財
  

 源
  

 内
  

 訳

一
般

財
源

行
為

予
定

額
特

定
財

源

1
1

＊
災

害
復

旧
費

5

1
＊

農
林

水
産

施
設

災
害

復
旧

費

令
和

４
年

災
害

農
地

・
農

業
用

施
設

復
旧

費
（

令
和

３
年

発
生

災
）

1
1
7
,3

5
1
,7

0
0

1
0
5
,5

4
3
,0

0
0

1
1
,8

0
8
,7

0
0

1
1
,8

0
8
,7

0
0

1
1
,7

3
8
,3

7
3

7
0
,3

2
7

日
向

道
路

災
害

復
旧

工
事

で
は

、
ブ

ロ
ッ

ク
積

基
礎

の
床

掘
時

に
湧

水
が

確
認

さ
れ

た
こ

と
か

ら
、

排
水

対
策

等
に

つ
い

て
国

と
の

変
更

協
議

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

た
め

。
ま

た
、

白
石

道
路

災
害

復
旧

工
事

で
は

、
県

の
地

す
べ

り
対

策
事

業
完

了
後

に
実

施
す

る
も

の
と

し
て

い
た

が
、

地
す

べ
り

の
再

発
に

伴
う

県
事

業
の

遅
延

に
よ

り
、

年
度

内
の

完
了

が
困

難
と

な
っ

た
た

め

令
和

５
年

災
害

農
地

・
農

業
用

施
設

復
旧

費
（

令
和

３
年

発
生

災
）

6
7
,3

8
8
,2

0
0

4
6
,2

3
4
,1

0
0

2
1
,1

5
4
,1

0
0

2
1
,1

5
4
,1

0
0

2
1
,1

0
3
,0

8
7

5
1
,0

1
3

一
本

木
道

路
災

害
復

旧
工

事
で

は
、

工
事

用
使

用
道

路
が

耕
作

の
支

障
と

な
る

た
め

着
工

時
期

を
遅

ら
せ

る
こ

と
と

な
り

、
ま

た
、

２
月

、
３

月
の

降
雨

に
よ

り
土

壌
の

含
水

比
が

高
く

な
り

盛
土

工
の

施
工

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

こ
と

か
ら

、
年

度
内

の
完

了
が

困
難

と
な

っ
た

た
め

－45－



報告第７号 

令和５年度唐津市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ    

いて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により次のとお

り予算繰越しをしたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６

条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月３日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     
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円
円

円
円

円
円

円
円

3
0
,5

1
5
,0

0
0

3
0
,5

1
5
,0

0
0

3
0
,5

1
5
,0

0
0

そ
  

の
  

他

介
護

施
設

等
整

備
事

業
補

助
金

1
＊

総
務

費
1

＊
総

務
管

理
費

5

特
 定

 財
 源

国
庫

支
出

金
県

 支
 出

 金
地

  
方

  
債

令
 和

 ５
 年

 度
 　

　
唐

 津
 市

 介
 護

 保
 険

 特
 別

 会
 計

 繰
 越

 明
 許

 費
 繰

 越
 計

 算
 書

款
項

事
　

　
  

  
 　

業
　

  
 　

  
　

名
金

　
　

  
  
　

額
翌

年
度

繰
越

額

左
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報告第８号 

令和５年度唐津市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について 

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定

により次のとおり予算繰越しをしたので、同項の規定により報告する。 

  令和６年６月３日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎 

－48－
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報告第９号 

令和５年度唐津市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定により次の

とおり予算繰越しをしたので、同条第３項の規定により報告する。 

  令和６年６月３日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

－50－
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報告第１０号 

令和５年度唐津市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定により次の

とおり予算繰越しをしたので、同条第３項の規定により報告する。 

  令和６年６月３日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

－52－
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報告第１１号 

令和５年度唐津市モーターボート競走事業会計継続費繰越計算書の報 

告について 

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定

により次のとおり予算繰越しをしたので、同項の規定により報告する。 

  令和６年６月３日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     
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報告第１２号 

令和５年度唐津市モーターボート競走事業会計予算繰越計算書の報告 

について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第２項ただし書の規定に

より次のとおり予算繰越しをしたので、同条第３項の規定により報告する。 

  令和６年６月３日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

－58－





円
円

円
円

円

1
＊

モ
ー

タ
ー

ボ
ー

ト
競

走
事

業
費

用

1
＊

営
業

費
用

唐
津

市
モ

ー
タ

ー
ボ

ー
ト

競
走

場
道

路
案

内
看

板
改

修
工

事
5
,
7
6
9
,
5
0
0

5
,
7
6
9
,
5
0
0

円

5
,
7
6
9
,
5
0
0

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源
内

訳

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
棚

卸
資

産
の

購
入

限
度

額
事

業
収

益

説
明

本
件

工
事
に
係

る
看

板
製

作
に
お

い
て
、

資
材
調
達

と
製

作
に

不
測
の

日
数

を
要

し
、
年
度

内
の

事
業

完
了
が

困
難

と
な

っ
た
た
め

令
和

５
年
度

　
唐

津
市

モ
ー

タ
ー

ボ
ー

ト
競

走
事

業
会

計
予

算
繰
越
計

算
書

　
地
方

公
営
企

業
法
第
２

６
条
第

２
項
た

だ
し
書

の
規
定

に
よ
る
事

故
繰
越

額

款
項

事
業

名
予
算
計

上
額

支
払

義
務

発
生

額

－59－





報告第１３号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事

項に関する条例（平成１７年条例第９号）第１号の規定により、次のとおり専決処

分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月３日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 

 

   専 決 処 分 書 

 損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（平成１７年条例第９号）第

１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和６年４月１０日 

唐津市長 峰  達 郎 

 

１ 事故の内容 

  救急搬送時に同乗した傷病者の家族の車内転倒による人身事故 

２ 事故発生年月日 

  令和６年１月２５日 

３ 事故発生場所 

  佐賀県唐津市和多田天満町一丁目４１３６番６地先 唐津市大土井交差点の国

道上 

４ 損害賠償の額 

  金４５５，７９４円 

５ 損害賠償及び和解の相手方 

  １１１１１１１１１１１１１１ 

  １１１１１１１１１ 

６ 和解の要旨 
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(1) 唐津市は、５の損害賠償及び和解の相手方に対し４の損害賠償の額を支払う。 

(2) 今後本件に関しては、双方とも裁判上又は裁判外において一切異議申立て、

請求を行わないことを相互に確認する。 
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